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森づくり推進プランの基本的な考え方 

 

 (1) 本プランの位置付け 

 現行の「森づくり推進プラン」（以下「プラン」という。）は、平成 26（2014）年度から令和５

（2023）年度までの 10 年間を計画期間としていますが、社会経済情勢の変化に対応するため、

必要に応じて見直しを図ることとしています。 

 現行プランの策定以降、東京都（以下「都」という。）は、森林の伐採、利用、植栽、保育を適切

に繰り返す「森林循環」を促進するための施策や、林業の担い手確保、木材産業の振興など、様々な

施策に取り組んできました。 

 その後、平成 30 年 11 月には、第 42 回全国育樹祭の東京開催と合わせ、森林整備と木材利用

の機運を更に広げていくため、「50 年、100 年先の『東京の森林の将来展望』～東京フォレストビジョ

ン～」（以下「フォレストビジョン」という。）を策定しました。フォレストビジョンでは、花粉の少ないスギ等

への植え替えを加速し、花粉の飛散量を大幅に減少させることに加え、「東京の木 多摩産材」（以

下「多摩産材」という。）のブランド化、革新的なスマート林業の確立、木材利用を推進し東京を「木

の都市」に生まれ変わらせることなど、東京の森林や都市における木材利用の姿を７つのメッセージに

込めて発信しています。また、平成 31 年４月には「森林経営管理法」と「森林環境税及び森林環境

譲与税に関する法律」が施行となりました。そこで、フォレストビジョンの実現や新たな制度への対応を

図るため、プランの改定を行うこととしました。 

都は、プランの改定に先立ち、令和 2 年 1 月に東京都農林・漁業振興対策審議会に対して「持

続可能な森林循環の確立と林業の経営力強化」について諮問を行い、都が果たすべき役割などにつ

いて、同年 12 月に答申を受けました。 

本プランは、同審議会の答申と都のこれまでの取組を踏まえ、東京における森林整備と林業振興に

関し、都が計画期間内に重点的に取り組む施策などを明らかにしたものです。 

 

（2）計画期間 

本プランは、令和３（2021）年度から令和 12（2030）年度までの 10 年間の計画としていま

すが、社会経済情勢の変化に対応するため、必要に応じて計画期間中の見直しを図ります。 

  


